
主
な
町
長
提
出
議
案

●
平
成
21
年
度
伊
奈
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
5
号
）
＝
既
定
の

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
1
億
4,
0
8
2
万
9
千
円
を

追
加
し
、
予
算
総
額
を
97
億
5,
2

3
2
万
8
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

（
そ
の
他
の
補
正
予
算
）

・
平
成
21
年
度
伊
奈
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
3

号
）

・
平
成
21
年
度
伊
奈
町
公
共
下
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

2
号
）

・
平
成
21
年
度
伊
奈
町
中
部
特
定

土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
2
号
）

・
平
成
21
年
度
伊
奈
町
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
3
号
）

●
伊
奈
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
＝
国
お
よ
び
県
の
制
度
に
準
じ
、

時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
割
合
の

引
上
げ
お
よ
び
時
間
外
勤
務
代
休

時
間
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
の
新
設
な
ど
に
つ
い
て
改
正

す
る
も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
長
期
継
続
契
約
を
締
結

す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め

る
条
例
＝
地
方
自
治
法
施
行
令
第

1
6
7
条
の
17
の
規
定
に
基
づ
く
、

長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と

が
で
き
る
契
約
に
つ
い
て
定
め
る

も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
ふ
れ
あ
い
活
動
セ
ン
タ

ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
＝
ふ
れ
あ
い
活
動

セ
ン
タ
ー
を
地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第
67
号
）
第
2
4
4
条

の
2
第
3
項
に
規
定
す
る
指
定
管

理
者
に
よ
る
管
理
と
す
る
こ
と
に

伴
い
、
休
館
日
お
よ
び
使
用
料
の

一
部
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
放
課
後
児
童
対
策
事
業

実
施
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
＝
小
針
北
第
二
お
よ
び
小
室
第

二
児
童
ク
ラ
ブ
を
新
た
に
設
置
す

る
た
め
、
改
正
す
る
も
の
で
す
。

後
期
基
本
計
画
の
策
定

町
で
は
、
平
成
17
年
3
月
に
平

成
26
年
度
ま
で
の
10
年
間
を
計
画

期
間
と
す
る
伊
奈
町
総
合
振
興
計

画
を
策
定
し
、
「
自
然
と
調
和
し

た
、
ふ
れ
あ
い
・
安
心
安
全
・
住

み
よ
い
ま
ち
」を
将
来
像
に
掲
げ
、

そ
の
実
現
に
向
け
て
諸
施
策
を
推

進
し
て
き
ま
し
た
。

平
成
21
年
度
ま
で
の
前
期
基
本

計
画
の
計
画
期
間
が
終
了
す
る
こ

と
に
伴
い
、
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト
な

ど
を
通
じ
て
貴
重
な
ご
意
見
を
伺

い
な
が
ら
、
こ
の
た
び
後
期
基
本

計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

平
成
22
年
度
か
ら
の
後
期
5
か

年
で
は
、
こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た

ま
ち
づ
く
り
を
継
承
し
な
が
ら
、

将
来
像
の
実
現
に
努
め
る
と
と
も

に
、町
の
自
立
性
を
高
め
な
が
ら
、

町
民
の
皆
様
と
の
協
働
・
共
生
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
に
向
け

て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

後
期
基
本
計
画
概
要
版
（
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
版
）
を
全
戸
配
布
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
計
画
書

全
編
を
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

http://w
w
w
.tow

n.saitam
a-

ina.lg.jp/inform
ation/futu

re.htm
l

総
合
振
興
計
画
の
構
成

総
合
振
興
計
画
は
、「
基
本
構

想
」
と
「
基
本
計
画
」
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
基
本
計

画
に
基
づ
き
、
別
途
、「
実
施
計

画
」
を
定
め
ま
す
。

3

企
画
課
政
策
企
画
担
当

9
２
２
１
５
・
２
２
１
６

8

平
成
22
年
3
月
定
例
議
会
は
、
3
月
2
日
に
開
会
し
、
平
成
22
年
度

一
般
会
計
予
算
な
ど
町
長
提
出
議
案
17
件
を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
、

3
月
16
日
閉
会
し
ま
し
た
。

第5次伊奈町行政改革大綱を策定しました

10
年
後
の
伊
奈
町
の
姿
を
明
ら
か

に
し
、
施
策
の
大
綱
を
定
め
た
も

の
で
す
。
（
目
標
年
次
　
平
成
26

年
度
）�

���

基
本
構
想
を
実
現
す
る
た
め
、
計

画
期
間
を
5
か
年
ご
と
（
前
期
・

後
期
）
の
部
門
別
の
主
要
施
策
を

示
し
た
も
の
で
す
。
今
回
は
後
期

基
本
計
画
と
し
て
、
平
成
22
年
度

〜
平
成
26
年
度
を
計
画
期
間
と
し

て
策
定
し
た
も
の
で
す
。�

���

基
本
計
画
の
施
策
を
達
成
す
る
た

め
の
各
事
業
に
つ
い
て
、
計
画
期

間
を
3
年
と
し
、
1
年
ご
と
に
必

要
な
調
整
を
行
い
策
定
す
る
も
の

で
す
。�

「
基
本
構
想
」�

「
基
本
計
画
」�

「
実
施
計
画
」�

伊
奈
町
総
合
振
興
計
画 

後
期
基
本
計
画�

伊
奈
町
総
合
振
興
計
画 

後
期
基
本
計
画�

（
平
成
22
年
度
〜
平
成
26
年
度
）
を
策
定
し
ま
し
た�

：
�

伊
奈
町
総
合
振
興
計
画

伊
奈
町
総
合
振
興
計
画 

後
期
基
本
計
画

後
期
基
本
計
画�

伊
奈
町
総
合
振
興
計
画

伊
奈
町
総
合
振
興
計
画 

後
期
基
本
計
画

後
期
基
本
計
画�

伊
奈
町
総
合
振
興
計
画 

後
期
基
本
計
画�

（
平
成

（
平
成
22
年
度
〜
平
成

年
度
〜
平
成
26
年
度
）
を
策
定
し
ま
し
た

年
度
）
を
策
定
し
ま
し
た�

（
平
成
22
年
度
〜
平
成
26
年
度
）
を
策
定
し
ま
し
た�

〈事務改革〉
①行政情報の共有
②住民参画の推進
③住民サービスの向上
④行政評価システムの確立
⑤組織・機構の見直し

〈財政改革〉
①財源の確保
②手数料等の適正化
③補助金等の見直し

〈職員改革〉
①意識改革の推進
②人材の育成
③職員手当の見直し

⑥民間活力の活用
⑦入札制度の推進
⑧情報化の推進
⑨広域行政の推進

④公共工事のコスト縮減
⑤歳出の節減合理化
⑥中長期視点に立った財政運営

④定員の適正管理
⑤人事評価システムの確立
⑥職員改革提案制度の確立

3 企画課政策企画担当9２２１５・２２１６

3
月
定
例
議
会

月
定
例
議
会�

3
月
定
例
議
会

月
定
例
議
会�

3
月
定
例
議
会�

町では、これまで簡素で効率的な行政運営を目指し、行
政改革に取り組んできました。
このたび、平成22年度から今後 5 年間の行政改革の基本
方針を定めた第 5 次伊奈町行政改革大綱を策定しました。
今後は本大綱に基づき、具体的な実施内容を掲げた行政
改革実施改革プランによって、計画的に行政改革を推進し
ていきます。
改革の基本方針
本大綱では、新たに基本方針を「住民主体のまちづくり」
と定めました。
今後は、住民にわかりやすい行政情報の提供や住民ニー
ズの把握を進めながら、住民などが主体的に行う公的事業、
活動を支援することで住民参画を促進していきます。また、
各事務事業についてはＰＤＣＡサイクル（計画、実行、評
価、改善）に基づき事業管理を徹底して行い、その内容を
住民に公開することで住民に開かれた行政運営を行ってい
きます。
推進体制
行政改革の推進にあたっては、行政改革推進本部やその
下部組織の検討部会を中心に全庁体制で取り組み、改革の
進捗状況等を有識者などによる行政改革推進委員会や町ホ
ームページなどで公表していきます。
改革の取組み事項
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7
月
19
日
に
換
地
処
分
の
公
告

を
予
定

埼
玉
県
は
、
北
部
地
域
の
区
画

整
理
事
業
に
つ
い
て
、
換
地
計
画

を
作
成
し
、
計
画
の
供
覧
お
よ
び

縦
覧
を
経
て
、
3
月
末
に
こ
れ
を

決
定
し
ま
し
た
。

こ
の
計
画
の
確
定
に
基
づ
き
、

本
年
7
月
19
日
�
に
換
地
処
分
の

公
告
を
行
う
予
定
で
す
。

「
換
地
」
と
は
、
区
画
整
理
前

の
土
地
の
権
利
関
係
が
、
新
た
な

土
地
（
換
地
）
に
移
行
す
る
こ
と

を
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
効
力

は
公
告
の
翌
日
（
7
月
20
日
�
予

定
）
か
ら
発
生
し
ま
す
。

住
所
の
変
更
に
つ
い
て

新
た
な
町
名
に
つ
い
て
は
、
昨

年
6
月
の
議
会
に
お
い
て
「
西
小

針
」（
1
〜
7
丁
目
）、「
内
宿
台
」

（
1
〜
6
丁
目
）、「
学
園
」（
1
〜

4
丁
目
）
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

決
定
し
ま
し
た
。

当
該
地
域
に
お
住
ま
い
の
方
の

住
所
（
住
民
票
所
在
地
）
は
、
お

住
ま
い
の
土
地
に
新
た
に
敷
設
さ

れ
る
町
名
・
地
番（
換
地
処
分
後
）

に
変
更
と
な
り
ま
す
。

新
し
い
住
所
は
、
7
月
20
日
�

か
ら
適
用
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、

住
民
登
録
に
関
す
る
変
更
は
町
が

行
い
ま
す
。

し
か
し
、
北
部
地
域
の
区
画
整

理
事
業
地
内
に
お
住
ま
い
の
方
々

に
は
、
各
自
、
変
更
の
手
続
き
を

お
願
い
す
る
事
項
も
あ
り
ま
す
の

で
、
町
で
は
、
5
月
か
ら
6
月
に

か
け
て
、
新
た
な
住
所
（
町
名
・

地
番
・
新
郵
便
番
号
等
）
お
よ
び

住
所
の
変
更
に
伴
い
必
要
と
な
る

手
続
き
な
ど
を
、
個
別
に
お
知
ら

せ
す
る
予
定
で
す
。

●
掲
載
記
事
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
先

企
画
課
政
策
企
画
担
当
9
２
２
１

５
・
２
２
１
６

●
換
地
処
分
お
よ
び
区
画
整
理
事

業
全
般
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備

課
伊
奈
新
都
市
整
備
担
当
・
伊
奈

駐
在
�
７
２
２
┃
１
１
７
５

9

3丁目�

4丁目�

2丁目�

2丁目�

1丁目�

3丁目�

4丁目�

5丁目�

6丁目�4丁目�

7丁目�

6丁目�

5丁目�
1丁目�

2丁目�

3丁目�

1丁目�

学園�

内宿台�

西小針�

学園�

内宿台�

西小針�

北
部
地
域
の
区
画
整
理
事
業
が

北
部
地
域
の
区
画
整
理
事
業
が�

も
う
す
ぐ
完
了
し
ま
す

も
う
す
ぐ
完
了
し
ま
す�
北
部
地
域
の
区
画
整
理
事
業
が

北
部
地
域
の
区
画
整
理
事
業
が�

も
う
す
ぐ
完
了
し
ま
す

も
う
す
ぐ
完
了
し
ま
す�
北
部
地
域
の
区
画
整
理
事
業
が�

も
う
す
ぐ
完
了
し
ま
す�

北
部
地
域
の
区
画
整
理
事
業
地
内
の�

町
名
・
地
番
が
変
わ
り
ま
す�

北
部
地
域
の
区
画
整
理
事
業
地
内
の�

町
名
・
地
番
が
変
わ
り
ま
す�

事業の進ちょく�

　　　（平成22年3月現在）�

・居住世帯　3,371世帯�

・居住人口　9,716人�

・使用収益開始率　   100％�

・道路・公園整備率　100％�

事業概要�

・施行地区および面積�

　大針、羽貫、小針新宿、�

　小針内宿地区の各一部で�

　面積は225.4ha�

・計画人口　11,000人�

町
の
北
部
地
域
（
図
面
参
照
）
で
は
、
埼
玉
県
が
施
行
者
と
し
て

伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
本
年
７
月

で
事
業
が
完
了
す
る
予
定
で
す
。
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